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なお、平成1８（2006）年度末の民有林の森林
蓄積量は、65,098千ｍ3となっています。森林の
中でも水源のかん養、災害の防備等の目的を達成
するため、特に必要なものを保安林に指定し、森
林の持つ公益的な機能が十分に発揮されるよう、
適切な保全・管理を図っています。

1 
1－1 自然環境保全地域の指定

すぐれた自然環境を維持している地域を保全す
るため、三重県自然環境保全条例に基づき、藤原
河内谷地域等４地域を自然環境保全地域に指定し
ています。

平成19（2007）年度は、前年度に引きつづき
新たな指定候補地の調整を行いました。

また、自然環境保全地域等の自然環境の保全を
図るため、知事が任命した自然環境保全指導員に
よる指導・助言を行っています。

1－2 自然公園等の管理・保護

県内の優れた風景地を保護するとともに、その
利用の増進を図るため、「自然公園法」及び「県
立自然公園条例」に基づき自然公園が指定されて
います。

平成20（2008）年３月現在、県内には国立公
園２ヶ所、国定公園２ヶ所、県立自然公園５ヶ所
があり、その面積は201,896haで県土の約34.9％
を占めています。

自然公園は、それぞれの自然公園ごとに策定さ
れる公園計画（保護計画及び利用計画）に基づい
て管理・整備されています。このうち保護計画で
は、保護の必要性によって特別保護地区、特別地
域（第1種、第２種、第３種）、普通地域、海中公
園地区に指定し、風致景観に支障を及ぼす一定の
開発行為の規制を行っています。

また、自然公園指導員、三重県自然環境保全指
導員などにより、公園区域の巡視や公園利用者に
対する啓発・指導などを行っています。

平成19（2007）年度には、「自然公園法」「三
重県立自然公園条例」「三重県自然環境保全条例」
に基づき、国定公園をはじめ、三重県立自然公園
で行われる行為に対して133件の許可や届出の受
理を行いました。

すぐれた自然の保全

1－3 開発行為の届出制度

平成15（2003）年３月に三重県自然環境保全
条例を改正し、新たに一定規模を越える自然地を
開発する際の届出制を整備し、希少野生動植物の
保護などの自然環境保全に関する配慮を求めるこ
ととしています。

2 
2－1 里地里山保全活動計画の認定制度

地域の住民団体等による里地里山における自然
環境保全活動を促進するため、平成15（2003）
年３月に三重県自然環境保全条例を改正し、里地
里山保全活動計画の認定制度を設け、保全活動を
行う団体への情報の提供や活動計画の実施に必要
な機材の購入経費等の補助等を行っています。

平成１９年度末現在で２１団体の活動を認定し
ています。

3 
3－1 ため池周辺等の整備

ため池や農業用水は、農業生産施設としてのみ
ならず農村地域の景観形成、親水機能発揮、生活用
水の提供等重要な役割を持っています。そこで、た
め池等を保全管理するとともに、豊かで潤いのあ

里地里山の保全

水辺環境の保全

表２－１－１ 三重県自然環境保全地域の指定要件

区域の状況 規模要件

①すぐれた天然林が相当部分を占める森林区域
（これと一体となって自然環境を形成してい
る土地の区域を含む。）

②地形・地質が特異であり、又は特異な自然現
象が生じている区域（これと一体となって自
然環境を形成している土地の区域を含む。）

③その区域内に生存する動植物を含む自然環境
がすぐれた状態を維持している海岸・池沼・
湿原・河川の区域

④植物の自生地、野生生物の生息地・繁殖地・
渡来地、又は樹齢が高く、かつ学術的価値を
有する人工林が相当部分を占める森林で、そ
の区域の自然環境が①～③に相当する程度を
維持している区域

10hａ以上

２hａ以上

１hａ以上

１hａ以上










